
12

お
知
ら
せ

固
定
資
産
台
帳
の
閲
覧
・
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
を
行
い
ま
す

４
月
１
日
㈪
～
５
月
７
日
㈫
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
30
分

市
役
所
税
務
課
（
本
庁
舎
１
階
）

　

ま
た
は
、
各
支
所
・
行
政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

課
税
台
帳
の
閲
覧

　

納
税
義
務
者
等
が
「
固
定
資
産
課
税
台

帳
」
に
登
録
さ
れ
た
自
己
の
資
産
の
内
容

を
確
認
で
き
る
制
度
で
す
。
借
地
・
借
家

の
方
も
借
用
し
て
い
る
物
件
の
内
容
を
確

認
で
き
ま
す
。

　

期
間
中
の
閲
覧
手
数
料
は
無
料
で
す
が
、

写
し
の
交
付
は
有
料
で
す
。

閲
覧
で
き
る
方（
お
持
ち
い
た
だ
く
も
の
）

・�

本
人
・
同
一
世
帯
の
親
族
（
運
転
免
許

証
等
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
、
印

鑑
）

・�

法
人
（
法
人
の
印
鑑
、
閲
覧
す
る
方
の

社
員
証
な
ど
法
人
の
従
業
員
で
あ
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
も
の
）

・�

借
地
・
借
家
人
の
方
（
賃
貸
借
契
約
書

等
、
閲
覧
す
る
方
の
本
人
確
認
が
で
き

る
も
の
、
印
鑑
）

・�

代
理
の
方
（
納
税
者
の
委
任
状
、
閲
覧

す
る
方
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
、

印
鑑
）

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

　

納
税
者
が
自
己
の
土
地
や
家
屋
が
適
正

に
評
価
さ
れ
て
い
る
か
ほ
か
の
物
件
と
比

較
し
て
判
断
で
き
る
よ
う
、
帳
簿
を
ご
覧

に
な
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

　

「
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
」
に
は
土
地

の
所
在
・
地
番
・
地
目
・
地
積
・
価
格
が
、

「
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
」
に
は
建
物
の

所
在
・
地
番
・
種
類
・
構
造
・
床
面
積
・

価
格
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

期
間
中
の
縦
覧
手
数
料
は
無
料
で
す
が
、

写
し
の
交
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

縦
覧
で
き
る
方（
お
持
ち
い
た
だ
く
も
の
）

　

納
税
者
と
同
一
世
帯
の
親
族
、
納
税
管

理
者
（
納
税
通
知
書
、
課
税
明
細
書
、
ま

た
は
運
転
免
許
証
等
の
本
人
確
認
が
で
き

る
も
の
、
印
鑑
）

�

４
月
中
旬
に
お
送
り
す
る
納
税
通
知
書

（
課
税
明
細
書
）
で
も
課
税
内
容
を
確

認
で
き
ま
す
。
ご
不
明
な
点
が
あ
り
ま

し
た
ら
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

総
務
部
税
務
課　

固
定
資
産
税
係

　

☎
63
―
５
１
１
０

慰
霊
巡
拝
事
業
が 

　
　
　
　

実
施
さ
れ
ま
す

　

厚
生
労
働
省
主
催
の
慰
霊
巡
拝
事
業
が

実
施
さ
れ
ま
す
。

　

参
加
を
希
望
さ
れ
る
ご
遺
族
の
方
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

実�

施
地
域　
ア
ッ
ツ
島
、
モ
ン
ゴ
ル
国
、

イ
ル
ク
ー
ツ
ク
州
、
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
地

方
、
中
国
東
北
地
方
、
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
、

沿
海
地
方
、
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
イ

ン
ド
、
マ
リ
ア
ナ
諸
島
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、

硫
黄
島

実
施
予
定
時
期

　

６
月
下
旬
～
平
成
32
年
２
月
中
旬

県
福
祉
保
健
課
援
護
恩
給
室

　

☎
０
２
５
―
２
８
０
―
５
１
８
０

医
療
技
術
者
奨
学
資
金
貸
与

制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

将
来
、
佐
渡
で
医
療
業
務
に
従
事
さ
れ

る
予
定
の
方
へ
、
入
学
金
や
授
業
料
な
ど

を
無
利
子
で
お
貸
し
し
ま
す
。

　

４
月
１
日
㈪
か
ら
19
日
㈮
ま
で
に
申
請

さ
れ
た
方
の
審
査
を
５
月
中
に
予
定
し
て

い
ま
す
。

�

申
請
書
は
、
市
役
所
市
民
生
活
課
健
康

推
進
室
（
本
庁
舎
２
階
）
ま
た
は
、
各

支
所
・
行
政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

�

所
得
要
件
な
ど
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

市
民
福
祉
部
市
民
生
活
課

　

健
康
推
進
室　

☎
63
―
３
１
１
５

乳幼児の皆さまの
佐渡市民サービスカードを 

お届けします

　佐渡航路運賃の島民割引の適用について
は、乳幼児の方の通常運賃は無料ですが、
座席を使用するなど有料で乗船券を購入さ
れる場合にはサービスカードが必要です。

　今まで希望する方に交付していましたが、
ご希望が多いことから、３月中にすべての
乳幼児の方にサービスカードをお届けしま
す。

�市に住民登録している乳幼児（小学生未
満）

�既にカードをお持ちの乳幼児には、お届
けしませんので、引き続きお持ちのカー
ドを使用してください。

産業観光部交通政策課
　交通対策係　☎６３―３１８４

市報さど　平成31年3月号


